
 1 

社会福祉法人 おりいぶ会 定 款 

 

第 １ 章  総  則 

（目的） 

第１条  この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、キリスト教精神の愛と奉仕の心をもっ 

て、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫す     

ることにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支

援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。  

（１） 第２種社会福祉事業 

（イ） 保育所の設置経営 

（ロ） 一時預かり事業の実施 

（名称） 

第２条  この法人は、社会福祉法人おりいぶ会という。 

（経営の原則等） 

第３条  この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ 

適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービス

の質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとす

る。 

２ この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、地域の子育て世帯等を支援するため、

無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 

（事務所の所在地） 

第４条  この法人の事務所を新潟県十日町市本町西１丁目２５３番地に置く。 

 

第 ２ 章  評議員 

（評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員７名を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解

任委員会において行う。 

 ２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、職員１名、外部委員１名の合計３名で構成する。 

 ３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営につ

いての細則は、理事会において定める。 

 ４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任

と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

 ５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。た

だし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。 
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（評議員の任期） 

第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評

議員の終結の時までとし、再任を妨げない。 

 ２ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（評議員の報酬等） 

第８条 評議員に対しての報酬は支給しないものとする。費用弁償については別途規定する。 

 

第 ３ 章  評議員会 

（構成） 

第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

（権限） 

第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事の選任又は解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

（５）定款の変更  

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分 

（８）社会福祉充実計画の承認 

（９）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか、必要がある場合に

開催する。 

（招集） 

第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招

集する。 

 ２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会

の招集を請求することができる。 

（議長の選任） 

第１３条 評議員会に議長を置き、議長はその都度、評議員の互選で定める。 

（決議） 

第１４条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除
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く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１）監事の解任 

（２）定款の変更 

（３）その他法令で定められた事項 

 ３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに

第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１６条に定め

る定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠

に達するまでの者を選任することとする。 

（議事録） 

第１５条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 ２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名がこれに記名押印

する。 

 

第 ４ 章  役員及び職員 

（役員の定数） 

第１６条 この法人には、次の役員を置く。 

 （１）理事   ６名 

 （２）監事   ２名 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

（役員の選任等） 

第１７条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

（理事の職務及び権限） 

第１８条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

する。   

３ 理事長は、毎会計年度に４月を越える間隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会に

報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第１９条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第２０条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関
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する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 理事又は監事は、第１６条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務

を有する。 

（役員の解任） 

第２１条 理事又は監事が、次のいずれかに該当する時は、評議員会の決議によって解任するこ

とができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠った時。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない時。 

（役員の報酬等） 

第２２条 理事及び監事に対しての報酬は支給しないものとする。費用弁償については別途規定

する。 

（職員） 

第２３条 この法人に、職員を置く。 

 ２ この法人の設置経営する施設の長、他の重要な職員（以下「施設長等」という）は、理事

会において、選任及び解任する。 

 ３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

 

第 ５ 章  理事会 

（構成） 

第２４条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

（権限） 

第２５条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについて

は理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

（１）この法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）理事長の選定及び解職 

（招集） 

第２６条 理事会は、理事長が招集する。 

 ２ 理事長が欠けた時又は理事長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。 

（決議） 

第２７条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出 

席し、その過半数をもって行う。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る）

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、（監事が当該提案について

異議を述べた時を除く。）理事会の決議があったものとみなす。 
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（議事録） 

第２８条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 ２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第 ６ 章  資産及び会計 

（資産の区分） 

第２９条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

（１） 新潟県十日町市本町西１丁目２４７番地１、２４２番地、２４３番地１、２４６番地、

２４８番地１、２４８番地２、２５３番地１２に所在する十日町幼児園園舎１棟、家屋

番号本町西一丁目２４７番１の１ 

   構造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付３階建  

床面積１階１４５．６４㎡、２階２８９．５８㎡、３階２８９．５８㎡、地下１階２０１．

５３㎡のうち専有部分 １階部分６７．４８㎡、２階部分２７４．７９㎡、３階部分２７７．

０６㎡、地下１階部分２４．３４㎡、計６４３．６７㎡。 

   新潟県十日町市袋町東６０番２の２７３．２８㎡に所在する家屋１棟、家屋番号６０番２、

構造 木造合板メッキ鋼板ぶき２階建床面積１階７６．６１㎡、２階６７．８５㎡、計１４

４．４６㎡。 

   新潟県十日町市本町西１丁目２６１番１の３５８．０４㎡。 

３ その他財産は、基本財産以外の財産とする。 

４ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続きを

とらなければならない。 

（基本財産の処分） 

第３０条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとする時は、理事会及び評議員会の承認を得

て、十日町市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、十日

町市長の承認は必要としない。 

 （１） 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

 （２） 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う

施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のた

めの資金に対する融資をいう。以下同じ）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本

財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る） 

（資産の管理） 

第３１条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有

価証券に換えて、保管する。 

（事業計画及び収支予算） 
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第３２条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 

については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなけ

ればならない。これを変更する場合も同様とする。 

 ２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一 

般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第３３条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作 

成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

（５）貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

 ２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、 

定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について 

は、承認を受けなければならない。 

 ３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供すると 

ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告書 

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）事業の概要等を記載した書類 

（会計年度） 

第３４条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

（会計処理の基準） 

第３５条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会に

おいて定める経理規程により処理する。 

（臨機の措置） 

第３６条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと

するときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

第 ７ 章  解散 

（解散） 

第３７条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散事由

により解散する。 
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（残余財産の帰属） 

第３８条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決

議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出

されたものに帰属する。 

 

第 ８ 章  定款の変更 

（定款の変更） 

第３９条 この定款を変更しようとする時は、評議員会の決議を得て、十日町市長の認可（社会

福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受け

なければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を十日

町市長に届け出なければならない。 

 

第 ９ 章  公告の方法その他 

（公告の方法） 

第４０条 この法人の公告は、社会福祉法人おりいぶ会の掲示場に掲示するとともに、官報、新

聞又は電子公告に掲載して行う。 

（施行細則） 

第４１条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 
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附 則 

 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この 

定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

   

    理事長 松 井 愛 美       

    理 事 池 田  透       

    理 事 関 口 芳 信       

    理 事 高橋三五郎       

    理 事 田口倉之助       

    理 事 千 原 好 一       

    理 事 野 村 照 司       

    理 事 松 井 和 榮       

    理 事 吉 澤 慎 一       

    監 事 桑 原  務       

    監 事 渡 邊 好 一       

 

附 則 

 平成１３年１２月３１日現在の役員の任期は、定款第６条に関わらず平成１５年５月３１日ま 

でとする。 

 

附 則 

 この定款は、平成１４年 ３月２９日から施行する。 

 

附 則 

 この定款は、平成２９年 ４月 １日から施行する。  

 

附 則 

 この定款は、十日町市長の認可する日（平成２９年  月  日）から施行する。 



社会福祉法人おりいぶ会 定款細則（案） 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第 1 条 社会福祉法人おりいぶ会（以下「本会」という。）定款細則（以下「細則」という。）

は、本会定款（以下「定款」という。）第 41 条の規定により本会の運営及び業務執行につい 

ての細則を定めたものである。 

 

第２章 評議員選任・解任委員会 

（評議員選任・解任委員会運営規則） 

第 2 条 定款第 6 条に規定する評議員選任・解任委員会の運営については、別途定める評議

員選任・解任委員会運営規則において定める。 

 

第３章 評議員会 

（理事及び監事の出席） 

第 3 条 議題、議案を説明する理事は、評議員会に出席しなければならない 

2 監事は、評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。 

（評議員会の開催） 

第 4 条 評議員会は、定時評議員会及びその他必要がある場合に開催する評議員会から成る。 

2 その他必要がある場合に開催する評議員会のうち、事業計画及び収支予算の審議のために

開催する評議員会は、毎事業年度開始前に開催しなければならない。 

（招集の手続） 

第 5 条 理事長は、評議員会を招集する場合は、理事会の決議によって、次の事項を定め評

議員会を招集する。 

(1) 評議員会の日時及び場所 

(2) 評議員会の目的である事項 

(3) 評議員会の議案の概要 

２ 理事長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集

の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。 

３ 前項の招集を請求した評議員は、次の場合には、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集す

ることができる。 

(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合 

(2) 請求があった日から 6 週間以内の日を評議員会の開催日とする召集の通知が発せられな

い場合 

４ 前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員が第 1 項各号に掲

げる事項を定めなければならない。 

（招集の通知） 

第 6 条 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の 1 週間前までに、招集事項を記

載した書面をもって各評議員に通知をしなければならない。 

2 理事長は、前項の書面による通知に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を



発出することができる。 

（招集手続の省略） 

第 7 条 前条の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときには、招集の手続を経るこ

となく評議員会を開催することができる。 

2 前項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の理由を示して、評議員会の招集

を請求することができる。 

3 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議

員会を招集することができる。 

一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 

二 前項の規定による請求があつた日から 6 週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の

招集の通知が発せられない場合 

（議長） 

第 8 条 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から互選により選出する。 

（評議員提案権） 

第 9 条評議員が理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、そ

の請求は、評議員会の日の 4 週間までにしなければならない。この場合、その評議員は、提

出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又は記録することを請求することができる。 

２ 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することがで

きる。 

３ 前２項の場合であっても、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一

の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成が得

られなかった日から 3 年を経過していない場合は、この限りではない。 

（評議員会の決議事項及び決議要件） 

第 10 条 定款第 10 条に定める評議員会の決議事項および決議要件の一覧について、議決権

は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。 

（決議の省略） 

第 11 条 理事が議題について提案した場合において、当該提案につき評議員（当該事項につ

いて議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の 

意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

（評議員会への報告） 

第 12 条 理事は、法令並びに定款で定める事項について、評議員会に報告するものとする。 

（理事等の説明義務） 

第 13 条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求めら

れた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評

議員会の目的である事項に関しないものである場合及び次のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

(1) 当該事項について説明をするため調査を必要とする場合 

（次に掲げる場合を除く。） 

(ア) 当該評議員が当該事項について説明を求める旨を本会に通知したのが、評議員会の日

より相当の期間前である場合 

(イ) 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 



(2) 当該事項について説明をすることにより本会その他の者（当該評議員を除く。）の権利を

侵害することとなる場合 

(3) 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場

合 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、当該事項について説明をしないことにつき正当な理由があ

る場合らず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみな

す。 

（議事録） 

第 14 条 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、別表４のとおり記載し

なければならない。 

２ 評議員会の決議があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記載

しなければならない。 

(1) 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2) 前号の事項を提案した者の氏名 

(3) 評議員会の決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

３ 評議員会への報告があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記

載しなければならない。 

(1) 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容 

(2) 評議員会への報告があったものとみなされた日 

(3) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

４ 議事録は、主たる事務所は評議員会の日から十年間、従たる事務所は評議員会の日から五

年間、備え置かなければならない。 

 

第４章 理事会 

（理事会の開催） 

第 15 条理事会は、毎会計年度に５月、１２月及び３月の年３回開催する。 

2 その他、理事会は、次の事項の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事長以外の理事から理事長に会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求が

あったとき。 

(3) 前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日とする

理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 

(4)社会福祉法第45 条の18 第3 項で準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律第 101 条第 2 項に基づき、監事から理事に招集の請求があったとき。 

(5)前号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会

の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が請求したとき。 

（権 限） 

第 16 条 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任するこ

とはできない。 



(1)重要な財産の処分及び譲受け 

(2)多額の借財 

(3)重要な役割を担う職員の選任及び解任 

(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

(5)理事、監事又は評議員がその任務を怠ったため､当法人が損害を受けたときの損害賠償責

任の免除 

(6)その他の重要な業務執行の決定 

（招集者） 

第 17 条 定款 26 条第 1 項のとおり理事会は理事長が招集する。ただし次の事項の場合は除

く。 

(1)定款 26 条第 2 項のとおり、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があり理事が招集する

場合。 

2 定款第 26 条第 2 項のとおり、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理

事が理事会を招集する。 

（招集の手続き） 

第 18 条 理事会を招集する場合は、理事会の日の 1 週間前までに、次の各号を定め、理事及

び監事全員に通知をしなければならない。 

(1)理事会の日時・場所 

(2)理事会の目的である事項 

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある場合は、招集の手続を省略し

て、理事会を開催することができる。 

（議長） 

第 19 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

２ 理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のな

かから互選された者がこれに当る。 

（理事会の決議事項） 

第 20 条 定款第 24 条に定める理事会の決議事項の議決権は、書面若しくは電磁的方法によ

り又は代理人により行使することができない。 

（理事による利益相反取引等の制限） 

第 21 条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示

し、その承認を受けなければならない。 

(1) 理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 

(2) 理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。 

(3) 本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事と

の利益が相反する取引をしようとするとき。 

２ 理事が前項に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得

るものとする。 

(1) 取引をする理由 

(2) 取引の内容 

(3) 取引の相手方・金額・時期・場所 

(4) 取引が正当であるあることを示す参考資料 



(5) その他必要事項 

２ 前項により理事会に示した事項を変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。 

（利益相反取引等の報告） 

第 22 条 理事が前条第 1 項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を、遅滞な

く、理事会に報告しなければならない。 

（決議方法） 

第 23 条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数を

もって決する。 

２ 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 

３ 議決権は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。 

（決議の省略） 

第 24 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加

わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ

の提案を可決する旨の議決があったものみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた場

合は、その限りではない。 

（報告の省略） 

第 25 条 理事、監事（又は会計監査人）が理事、監事（又は会計監査人）の全員に対して理

事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。 

ただし、理事長及び業務執行理事による自己の職務の執行の状況についての報告は、省略す

ることができない。 

（監事の出席） 

第 26 条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならな

い。 

（議事録） 

第 27 条 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 

２ 決議があったものとみなされた場合の理事会の議事録には、次の事項を記載しなければな

らない。 

(1) 決議があったものとみなされた事項の内容 

(2) (1)の事項を提案した理事の氏名 

(3) 決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

３ 報告を要しないものとされた場合の理事会の議事録には、次の事項を記載しなければなら

ない。 

(1) 報告を要しないものとされた事項の内容 

(2) 報告を要しないものとされた日 

(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

４ 議事録は、理事会の日から主たる事務所で 10 年間保存するものとする。 

 

第 5 章 理事長等の執行権限 

（理事長等の専決事項等） 

第 28 条 理事長の専決事項は「理事長専決規程」において別に定める。 



 

第６章 監事 

（監事の選任議案） 

第 29 条 理事は監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を

得なければならない。 

2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること又は監事の選任に関する議

案を評議員会に提出することを請求することができる。 

（調査及び差止め請求） 

第 30 条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査するものとする。

この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めると 

きは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。 

２ 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害 

が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することがで

きる。 

（理事会への報告） 

第 31 条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めると

き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 

 

第 7 章 その他 

（秘密の保持） 

第 32 条 本会の評議員選任・解任委員会の委員、評議員、役員、＜会計監査人＞（以下「役

員等」という。）及び役員等であった者は、業務上知り得た情報の内容を第三者に漏洩し、又

は不当な目的のために利用してはならない。 

（改正） 

第 33 条 本細則の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

 

付 則 

この細則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

      平成 31 年 3 月 18 日改訂 



評議員選任・解任委員会の運営に関する規程 

 

(日的) 

第１条 この規程は、社会福祉法人おりいぶ会(以下「この法人」という。)定款

第６条第１項に基づき設置する評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)

の運営に関する必要な事項を定め、もって委員会の適正かつ円滑な運営を図る

ことを目的とする。 

 

(任務) 

第２条 委員会は、この法人の評議員の選任及び解任を行うことを任務とする。 

 

(委員の選任等) 

第３条 委員会は、定款第６条第２項に規定する委員会委員(以下「委員」とい

う。)で構成する。 

 

２ 監事からの委員を選任するに当たっては、監事による互選とし、職員から

の委員はこの法人の事務・出納担当の職にある者をあてる。 

 

３ 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。 

 (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を

含む。)の役員又は使用人 

 (2)過去に前号の規定に該当することになったことがある者 

 (3)第１号又は第２号に該当する者の配偶者、3 親等内の親族、使用人(過去に

使用人となった者も含む) 

 (4)社会福祉法第 40条第１項各号に該当する者 

 

４ 委員会に、事務処理のため事務局を置き、職員 1名を配置する。 

 

５ 職員はこの法人の職員と兼務することを妨げない。 

 

６ 前項の場合、職員は理事長が理事会の承認を得て選任する。 

 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。 

 



（委員の解任） 

第５条 委員が各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事現在数

の３分の２以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。 

 

 (1)心身故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき 

 

 (2)職務上の義務違反、その他委員たるにふさわしくない行為があると認めら

れるとき 

 

(委員長) 

第６条 委員会に委員長を置く。 

 

２ 委員長は委員の互選により選任する。 

 

３ 前項により選出された委員長は、この委員会の会務を総理する。 

 

(招集) 

第７条 委員会の招集は理事会において決定し、理事長が行う。 

 

(招集通知) 

第８条 委員会の招集通知は、会議の開催日の１週間前までに、各委員に対し

て、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面を発しなけれ

ばならない。ただし、委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ること

なく開催することができる。 

 

(議長) 

第９条 委員会の議長は、委員長とする。 

 

(情報提供) 

第 10条 理事長は、委員会における審議に当たり、以下の情報を提供しなけれ

ばならない。 

 (1)評議員候補者の経歴及び候補者とした理由 

 (2)この法人及びこの法人の理事又は監事との関係 

 (3)その他の評議員候補者に関する情報 

 

(評議員の選任方法) 



第 11 条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 委員会に提出する評議損候補者の推薦は、理事会が行う。 

 

３ 評議員の選任は、原則として候補者１名ごとに行い、少なくとも外部委員

１名を含む出席委員の過半数の賛成がなければ行うことができない。 

 

４ 出席委員の全員が賛成した場合は、候補者全員を対象として選任を行うこ

とができるものとする。 

 

５ 委員会の決議には、委員長も参加する。 

 

（評議員の解任方法） 

第 12条 委員会の解任決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行

う。 

 

２  委員会に提出する評議員解任の提案は、理事会が行い、評議員として不適

任とした理由を委員に説明しなければならない。 

 

３  委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保障する。 

 

４ 評議員の解任は、少なくとも外部委員１名を含む出席委員の過半数の賛成

がなければ行うことができない。 

 

５ 委員会の決議には、委員長も参加する。 

 

(議事録〉 

第 13条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した委

員の全員が記名押印し、理事会に提出しなければならない。 

 

２ 委員会の議事録は、次の事項を内容とするものでなければならない。 

 (1)委員会が開催された日時及び場所 

 (2)委員会の議事の経過の要領及び結果 

 (3)委員会に出席した理事の氏名 

 (4)委員会の議長の氏名 

 

３ 前項の議事録は、会議の日から 10年問この法人の主たる事務所に備え置か



なければならない。 

 

(報酬) 

第 14条 委員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用を支

払うものとする。 

 

(改廃) 

第 15条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。 

 

附則 

この規程は、平成 29年 3月 6日より施行する。 



社会福祉法人おりいぶ会 理事長専決規程（案） 

 

(目的) 

第１条 この規程は、社会福祉法人おりいぶ会理事長の専決について定めるも

のとする。ただし、この規程に定める理事長専決事項であっても、法人運営

に重要と思われる場合には、理事長は理事会（評議員会）に諮るものとする。 

（職員の任免及び園児の入退園） 

第２条 施設の長及びその他重要な人事を除く職員の任免については、理事長

の専決とする。また園児の入退園に関することも、理事長の専決とする。 

（工事又は製造の請負） 

第３条 ２５０万円を超えない工事又は製造の請負については、理事長の専決

とする。 

また、２５０万円を超える工事及び製造の請負については、契約方法、入

札業者指名、契約の締結については理事会（評議員会）に諮るものとする。 

（物品等の購入） 

第４条 物品等の購入については、一件金額１６０万円を超えない契約につい

ては理事長の専決とする。 

（基本財産以外の固定資産の取得及び改良） 

第５条 １６０万円を超えない基本財産以外の固定資産の取得及び改良につい

ては、理事長の専決とする。 

（物品の売却及び廃棄） 

第６条 １００万円を超えない物品の売却及び廃棄については、理事長の専決

とする。 

（事務委任の禁止） 

第７条 この規程で定める金額を超えて、理事長は施設の長へ事務委任するこ

とはできない。 

（理事会等への報告） 

第８条 この規程により理事長は専決を行った場合には、すみやかに理事会（評

議員会）に報告することとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 



社会福祉法人おりいぶ会役員等の報酬及び費用弁償支給規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人おりいぶ会（以下「当法人」という）定款第２１条の規定

に基づき役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）の報酬及び旅費

交通費の額とその支給方法について定める。 

 

（役員報酬） 

第２条 当法人の役員報酬は、支給しないものとする。 

 

（旅費交通費） 

第３条 十日町市外に在住の役員等が、評議員会・理事会の委任を受けて開催する会議に出席

する場合は、その実費相当額を現金にて支払う。ただし、施設長等の施設職員が役員

の場合は支給しない。 

 

第４条 本規程は、評議員会・理事会の議決を経て、改廃することができる。 

 

 

附則 この規則は、２０１９年３月１８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


